
令和４年度 福岡県精神保健福祉審議会 

 

 

日時：令和５年２月１４日（火）１５：３０～ 

（オンライン会議 使用ツール：Ｗｅｂｅｘ） 

 

 

１ 開会 

 

 

２ 議事 

 

  （１）令和４年度事業実施状況について 

      

①精神障がいのある人の地域移行・地域定着支援 

②新型コロナウイルス感染症への対応状況 

③依存症対策事業 

④自殺対策事業 

⑤ひきこもり対策推進事業 

⑥精神科救急医療システム 

⑦てんかん支援拠点病院の指定 

 

  （２）指定病院の指定について 

 

 

３ 閉会 
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資料１・・・精神保健関係資料 

資料２・・・精神障がいのある人の地域移行・地域定着支援 

資料３・・・新型コロナウイルス感染症への対応状況 

資料４・・・依存症対策事業 

資料５・・・自殺対策事業 

資料６・・・ひきこもり対策推進事業 

資料７・・・精神科救急医療システム 

資料８・・・てんかん支援拠点病院の指定について 

資料９・・・指定病院の指定について 
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令和４年度福岡県精神保健福祉審議会議事録 

 

 

日時：令和５年２月１４日（火）15:30～16:50 

場所：Ｗｅｂ会議 

 

1 出席者 

  冨松委員（副会長）、今村委員、掛川委員、鐘ヶ江委員、白石委員、堤委員、中園委員、 

仁戸田委員、波多江委員、星井委員、山田委員 

 

2 議題 

  （1）令和 4年度事業実施状況について 

  （2）指定病院の指定について 

 

○事務局 福岡県保健医療介護部こころの健康づくり推進室長の猪股でございます。 

委員の皆様におかれましては、大変お忙しいところ、本審議会にご出席いただき、誠にあり

がとうございます。また、日頃から本県の精神保健福祉行政の推進にご理解とご協力いただい

ておりますことに、重ねてお礼申し上げます。 

この審議会は、精神保健福祉法及び福岡県精神保健福祉審議会条例に基づき、精神保健及び

精神障がい者の福祉に関する事項を調査審議していただくために設置しております県の附属機

関でございます。 

県内の精神保健福祉に関わっておられる皆様から、御意見をいただき、本県の精神保健福祉

施策の一層の充実を図ってまいりたいと考えております。 

本県では、第５期障がい者福祉計画に、国の指針等を踏まえ、精神科病院に入院された方の

退院率及び長期在院者数等を目標として掲げ、施策の推進に取組んでおります。 

この施策の一つとして、精神障がいの有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく

暮らすことができるよう、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、精

神障がいのある人の円滑な退院促進や地域生活の継続を図るための事業に取組んでいるところ

でございます。 

また、平成２６年の改正以降見直しが行われていなかった精神保健福祉法の改正が令和６年

４月１日を施行期日として実施されることとなっております。入院患者への告知に関する事項

や家族が虐待の加害者である場合の対応等の一部の項目については令和５年４月から施行され

ることとなっております。 

この法改正により、医療保護入院の入院期間の法定化やこれまでの事業に加えて精神保健に

関する相談を身近な市町村で受けられるように相談体制等の整備を行うことで、精神障がいに

も対応した地域包括ケアシステムの構築がさらに進んでいくことを期待しております。 

本日は、こうした地域移行・地域定着支援の取組状況や、新型コロナウイルス感染症への対

応状況、依存症対策事業、自殺対策事業、そして今年の１月に指定した「福岡県てんかん支援

拠点病院」や令和５年４月から指定病院として指定する予定の病院等について、ご報告、ご説

明をさせていただくこととしております。 

委員の皆様の忌憚の無いご意見、ご助言をいただき、更なる精神保健福祉施策の一層の充実

に取り組んでまいりたいと考えておりますので、本日はどうぞよろしくお願いします。 

 

○事務局 それでは、議事に入りたいと思います。ここからは、本審議会の副会長を務めてい

ただいております、冨松委員に議事進行をお願いしたいと思います。 
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○冨松副会長 それでは議事の（1）令和 4年度事業実施状況について、事務局から説明をお願

いします。 

 

○事務局 それでは資料について説明させていただきます。まず資料 1から資料 3まで説明さ

せていただきます。 

資料 1、精神障害者保健福祉手帳交付数を示しております。令和 3年度、6万 1400人に交付

しております。 

次に、令和 3年度の精神病院入院患者数は 1万 7,572人で、そのうち措置入院患者数は 83名

となっております。 

次のページをお願いします。 

精神障がい者、1日平均在院患者数、いわゆる入院患者数は 1万 8,086人で、令和元年度か

ら横ばいとなっております。精神科病床における平均在院日数は 312．5日で、全国の 275．1

日と比較して、37.4日長くなっております。精神科病床利用率は 86.6％です。 

次のページには、精神疾患を有する総患者数の推移で、全国と福岡県の数字を掲載しており

ます。 

次のページをお願いします。 

精神保健相談の 5年分を掲載しております。令和 2年度から一般相談や心の健康相談が増え

ております。令和 2年度は、上から数えて 4段目の表になりますけれども、こちらは、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、精神保健福祉センターに電話回線を増設した影響によるも

のです。 

資料 2をお願いします。 

精神障がいがある人の地域移行・地域定着支援は、平成 16年に「入院医療中心から地域生活

中心へ」の基本的な考え方に基づき、国が、精神保健医療福祉の改革ビジョンを策定し、これ

まで取り組んできているものでございます。 

平成 26年 7月に、長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会から、具

体的な方向性が報告され、本県におきましても、福岡県障がい者福祉計画において、目標値を

掲げて取り組んでいるところでございます。 

2の上段の表が目標値を示しており、次の表が福岡県の実績となっております。これは国が

公表する精神保健福祉資料からのデータでありまして、このデータで評価することになってお

ります。現在、平成 29年までしか公表されておりません。今後もこのデータを公表していく予

定であることを国に確認しております。 

次に、精神障がい者への正しい理解を深めるための講演会の実施状況を示しております。 

令和 3年度は、居住支援、雇用支援の講演会を実施しました。 

次のページをお願いします。 

医療保護入院者退院支援委員会に、地域援助事業者等を参加促進させる事業の参加者数、精

神障がいのある方の退院後の処遇プランを活用した見守りの仕組みづくりの実施人数、心の健

康手帳の活用実数を示しております。 

次のページをお願いします。 

措置入院者のうち、退院支援に関する計画に基づく支援を受けることに同意した者に、退院

支援計画作成と支援を行う事業の実績を示しております。 

続きまして、精神障がいがある人及びその家族の日常生活における不安の解消を図るため、

夜間休日電話相談を実施し、令和 3年度は 1万 405件の電話相談を受けております。 

次のページに示す相談件数は、同じ境遇にある家族相談員に相談するもので、令和 3年度、

電話と面談を合わせて 916件となっております。 

次にお示ししているものは、本人や家族からの相談に対して、保健所の保健師が精神科医等
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と同行による訪問支援の実績件数となっております。 

また、この資料には掲載しておりませんけれども、令和 3年度から心のサポーター養成研修

という国のモデル事業に福岡県は参加しております。これは、地域住民が精神障がいを理解す

るためのものであり、メンタルヘルスや精神疾患への正しい知識を持ち、地域や職域でメンタ

ルヘルスの問題を抱える人や家族に対してできる範囲で手助けする方、心のサポーターを養成

するものでございます。令和 3年、4年度に 55名が研修修了されました。 

資料 3について説明させていただきます。 

精神医療における新型コロナウイルス感染症の対応では、「1、精神科医療提供体制の整備」

に示しております。精神疾患を有する新型コロナウイルス感染症患者受け入れ病院の確保とし

て、太宰府病院に病床確保を行いました。 

また、医療従事者及び家族の心の健康の電話相談としまして、精神保健福祉センターに窓口

を設置し、対応しております。令和 4年度の相談実績は 6件となっております。 

次に、相談体制の拡充を図り、令和 2年 5月から令和 3年度までは、回線や人員の拡大を行

いました。新型コロナウイルス感染症に関連したストレス等の相談に対応しております。 

令和 4年度相談実績を示しております。1月につきましては、この資料を作成する際に集計が

確定しておりませんでしたが、総数が 188件。うちコロナ関連が 4件となっておりました。 

2ページ目をお開きください。 

新型コロナウイルス感染症の軽症の方は、宿泊療養施設に入所される場合もあります。その

宿泊療養施設で、県と政令市の精神保健福祉センター、精神科医師が訪問し、相談対応を行い

ました。令和 4年度は 362件の相談を受けております。 

続きまして、自殺対策の充実として、ふくおか自殺予防ホットラインを 2回線に増設しまし

て、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による相談に対応しております。事業概要につきま

しては、後に自殺対策事業で説明をいたします。 

精神疾患を有する新型コロナウイルス感染症患者の受け入れ病院が 1か所しかなく、受け入

れ病院の拡充が課題となっておりました。令和 2年度から 3年度におきましては、確保病床が

満床となることなく経過することができましたが、今年度の第 7波時におきましては、受け入

れ病院において、クラスターが発生しました。そのため、最大 29名の入院患者数となりました

が、この病院は、1つの病棟をコロナのために閉鎖しておりますので、何とか対応できた状況

でした。 

 

それでは、続きまして資料 4、5、6をご説明させていただきます。 

依存症対策についてご説明いたします。 

まず、1つ目のアルコール依存症対策事業でございます。 

国は、平成 26年に、アルコール健康障害対策基本法を施行し、平成 28年にアルコール健康障

害対策推進基本計画を策定しました。現在、令和 3年に、第 2期の基本計画が策定されており

ます。本県におきましても、令和 4年 3月に第 2期アルコール健康障がい対策推進計画を策定

しまして、その計画に基づき、正しい知識の普及啓発、適切な適正飲酒指導の促進と治療への

誘導、アルコール問題を有する者に対する支援体制の整備など、総合的なアルコール健康障が

い対策を実施しております。基本目標と重点方針は以下の通りとなっております。 

課題としましては、引き続き正しい知識の普及啓発を行うこと、妊産婦だけでなく、広く女

性に対するアルコールリスクに関する広報や啓発を行う必要があること、それから、より身近

な場所で相談から切れ目なく適切な治療が受けられるよう、県内における依存症専門機関のさ

らなる整備が必要であること等を挙げております。 

普及啓発事業としましては、11月に、アルコール関連問題啓発週間における街頭啓発を、断

酒連合会と共催で実施しております。 

連携体制の構築につきましては、アルコール関連問題連携会議を年 2回実施しております。 
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人材育成事業につきましては、減酒指導の技術研修会を、基礎編と応用編、2回実施してお

ります。 

アルコール健康障がいに関する早期発見・治療促進事業におきましては、一般科医に対する

アルコール健康障がいや、専門医との連携方法に関する研修を開催するほか、昨年 8月には、

断酒連合会と共催で SBIRTSの普及・促進セミナーというものを実施いたしました。SBIRTSと

いうのは、依存症の疑いのある方を早期発見・介入して、専門治療や自助グループを紹介する

ことで、専門医療機関や社会復帰へ繋げやすくする手順のことです。 

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している方や、問題のある飲酒行動の方につきまして

も、早めに支援機関に繋がりやすいような体制の整備を促しているところでございます。また

11月には、大塚製薬との共催で、福岡県におけるアルコール関連問題の現状と課題として、公

開講座を実施いたしました。ここでも、なかなか治療に繋がらない方々に対して、関わりやす

いところから、早めに繋いでいくよう、関係者に呼びかけを行ったところでございます。 

2つ目、ギャンブル等依存症対策事業についてです。 

国は平成 31年に、「ギャンブル等依存症対策基本法」を施行し、ギャンブル等依存症対策推

進基本計画を策定、現在、令和 4 年に、基本計画が見直されております。本県におきましても、

令和 2年 11月に、福岡県ギャンブル等依存症対策推進計画を策定しまして、本年度がちょうど

見直しの時期になっております。 

県内のギャンブル等依存症が疑われる方の人数は約 7万 8,000人とされておりまして、計画

に基づき、ギャンブル等依存症の発症予防から、相談、治療、回復、社会復帰まで、切れ目の

ない支援を行うことによって、ギャンブル等依存症により不幸な状態に陥る人がいない健全な

社会の実現に取り組んでおります。基本理念と重点目標は、以下のとおりになります。 

課題としましては、正しい知識の普及啓発をすること、それから、ギャンブル等依存症は、

借金という社会問題で発覚することが多く、患者本人やその家族までもが、依存症であるとい

う認識を非常に持ちにくいため、介入が遅れ、医療機関の受診や自助グループに繋がるのに長

期間を要するということから、医療に繋がっていないギャンブル等依存症者を医療に繋げる必

要があることを挙げております。 

普及啓発事業としましては、5月のギャンブル等依存症問題啓発週間に、県庁のロビー展を

実施しております。また、高等学校や大学等に啓発冊子を配布しております。 

人材育成としましては、治療拠点機関である福岡県立精神医療センター太宰府病院が実施し

ます医療研修や、精神保健福祉センターが行う相談機関の従事者に対する研修会を実施してお

ります。 

相談支援・医療提供体制の充実としましては、研修体制の専門医療機関が、13医療機関から

15医療機関へ拡充をしております。 

なお、今年度は、計画策定会議を開催して、ギャンブル等依存症の計画の見直しを行ってい

るところでございます。 

資料 5をご覧ください。自殺対策事業についてご説明いたします。 

資料にはないのですが、計画の背景をお話しいたします。自殺対策につきましては、平成 18

年に自殺対策基本法が施行されまして、国におきましては平成 19年に自殺総合対策大綱が出さ

れ、県においては平成 30年に福岡県自殺対策計画を策定し、それに基づき相談、人材育成、自

殺リスクの高い者に対する支援事業、市町村が実施する自殺対策事業に対する助成等、総合的

な自殺対策事業を実施しております。今年度は計画の最終年度となっておりまして、現在第 2

期の計画の策定を行っているところでございます。 

それでは資料に戻りまして、自殺者数の現状をお話しします。 

全国の令和 3 年の自殺者数は約２万１千人で、前年と比べて、若干減っております。しかし、

ここに書いてあります通り、本県の自殺者数は、全国と同様に令和 2年に増加に転じまして、

令和 3年の自殺者数は 913人とさらに増加しているという状況にございます。特に、ここには
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記載していないんですが、年代別では、20歳未満におきましては 11人増で、増加率は 39.3％

と最も多くなっております。そこで、若年層への自殺対策が喫緊の課題となっております。 

次のページに、本県の自殺対策の事業の一覧を載せております。 

今年度、令和 4年に新しく開始しました事業を主にご説明させていただきます。中段にあり

ます「相談体制の整備」の中に、「⑦自殺予防 SNS相談」というのがあります。これは、昨年

7月に開設したもので、若年層が利用しやすいメッセージアプリ LINEを用いた SNS相談事業を

実施しております。実績としましては、資料の 4ページ目をご覧ください。 

⑦に自殺予防 SNS相談というところがございます。ここに記載しておりますが「きもちより

そうライン＠ふくおかけん」という名前で、ライン相談を開始しております。毎週月木、週 2

回の 16時から 19時に行っておりまして、相談実績が、7月から昨年の 12月末までで計 3,511

件の相談が寄せられております。中・高生に非常に利用していただいておりまして、中学生と

高校生からの相談が 6割以上となっております。主な相談者の状況は、中学生と高校生が 6割

以上で、相談内容が、人間関係や、自分の容姿や性格、3番目が心身の健康といった内容が上

位の相談内容に挙がっているところです。 

続きまして、今年度新規に行った事業の二つ目が、「居場所づくり」に書いております「⑫

生きづらさを抱える人の居場所づくり」でございます。 

これまで自殺対策は、生きることの促進要因と生きることの阻害要因のバランスにより自殺

のリスクが高まるかどうかが決まるとされております。これまでの県の施策としましては、相

談窓口の設置やゲートキーパーの養成等、阻害要因を取り除くための施策を中心に実施してき

ました。しかし、先の見通しが立たない不安定な社会状況におきまして、更なる自殺対策が求

められる中、今後は生きることの促進要因を高められるような施策が必要ではないかというと

ころで、企画したものでございます。 

具体的には、県内 4地域の子ども食堂と連携し、生きづらさを抱える人の居場所を設置いた

します。居場所で交流することで、人との繋がりを獲得し、孤独感を緩和することで、生きる

意欲を促進し、自殺リスクの低下に導くという風にしております。実績は 5ページ目に記載し

ておりまして、県内 4か所、筑後・福岡・筑豊・北九州地区それぞれで行っておりまして、各

種レクリエーションを交えて、交流ができるような内容になっております。 

続きまして資料 6のひきこもり対策推進事業のご説明をいたします。 

事業の概要としましては、ひきこもり支援の核となる機関として、平成 22年 6月に精神保健

福祉センター内にひきこもり地域支援センターを設置し、令和 2年 7月にはより身近な地域で

相談に対応できるよう、筑豊地域と筑後地域の 2か所にひきこもり地域支援センターサテライ

トオフィスを設置しております。 

同センターでは、ひきこもり状態にある本人やその家族からの相談対応のほか、ひきこもり

支援に関わる人材の育成や関係機関とのネットワークの構築、ひきこもりへの理解を深めるた

めの普及啓発・情報発信等の取組を実施しております。 

3ページ目をご覧ください。 

福岡県におけるひきこもり等に関する調査についてです。これは、令和 3年度に県内におけ

るひきこもり等の実態やニーズを把握するために調査を行ったものでございます。昨年の 7月

に結果を公表しているものです。 

内容としましては、政令指定都市を除く県内 58市町村の民生委員児童委員を対象に、担当す

る地区におけるひきこもり状態にある方の状況についてアンケート調査を行っております。回

収率は 70.3％となっています。その結果を裏面に載せております。今回の調査で、民生委員児

童委員の方が把握されているひきこもり状態の方は、1,188人でございました。性別は書いて

います通り 7割が男性、年齢は 40代から 60代が多く、家族と同居している方が多い、普段の

状況としましては、近所のコンビニ等に出かける方が約 4割を占め、約半数は 5年以上のひき
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こもり期間があるという結果でした。 

また、委員の方々からは、ひきこもりの把握が困難、本人と関わることが困難である、とい

った支援の難しさや、本人だけでなく家族のケアが大切である、というご意見をいただきまし

た。ひきこもり状態にある方とご家族は、外部との交流が少なく、家族の問題について話すこ

とを控える傾向にあります。ご本人やご家族だけで問題を解決しようとし、それが困難な場合

にどう対応すればよいのか、誰に言えばよいのかを悩み、孤立してしまうことが考えられます。 

外部から問題に気付くことが難しくても、ご本人やご家族の方が必要と思ったときにすぐ相談

ができる状況にあることが必要であり、そのために、予め窓口の情報を知っておくことが重要

だと考えております。 

今回把握している数が、自治体によって極端に違ったことから、地域ごとの比較を示すこと

はできませんでした。また、1,188名の分析におきまして、クロス集計等を行いましたが、こ

れといった傾向が見られず、結果として、個々のケースの個別性が非常に高く、一括りにでき

ないという事実を感じることとなりました。 

この調査によりまして、これまで見えていなかったひきこもり状態にある方の存在を各自治

体が知ることにより、県としては身近なところで支援していけるような体制づくりを推進して

いく必要性を強く感じたところです。 

資料に戻ります。相談支援の実績については、令和 3年、令和 4年と非常に数が多くなって

おります。数が多くなっているのは、令和 2年の 7月にサテライトオフィスを 2つ開設したと

いうのが要因となりまして、令和 3年度はかなり数が上がっておりますが、令和 4年度に関し

ましては、前年度に比べて、11月末までの集計ではございますが、前年度に匹敵する位の相談

件数というところで、かなり数が増加しているということが分かるかと思います。 

今まで、県内 3か所のセンターの方でひきこもりの支援体制を行っておりましたが、国の方

の状況も最近少し変わってきておりまして、補足として、国の状況をご説明いたします。なか

なか健全化しにくいひきこもりの支援につきましては、より身近な市町村域におきまして、相

談窓口の設置と、支援内容の充実を図り、これを都道府県がバックアップするような体制を構

築するということが求められております。 

今年度の国の予算の枠組みの中では、より身近な市町村域におきましてひきこもり地域支援

センターを立ち上げることができるような仕組みに変わってきております。また、市町村にお

きましては、社会福祉法の改正によりまして地域の複雑・複合化した課題に対応できるように

断らない相談体制の構築が求められているところです。 

これに対しまして、ひきこもりの支援の事業として、精神保健福祉センターで実施している

のが、人材育成事業になります。ひきこもり支援者研修会や、ひきこもりサポーター養成研修、

ひきこもりサポーターフォローアップ研修等を行って、市町村や保健所、関係機関における人

材育成を推進しているところです。 

続きまして、ネットワークの構築です。 

これにつきましてはひきこもり支援者等地域ネットワーク会議ということで、各保健所ごと

に地域の困難事例の検討を通じて、支援関係機関の連携を促進し、地域のネットワークを構築

するという会議を行っております。毎回各地域からの処遇困難事例を検討して、かなり熱い議

論がなされているところです。 

このような人材育成やネットワークの構築によって、市町村や、関係機関、保健所等の今後

のひきこもり支援対策を推進していきたいと思っております。 

 

続きまして、資料 7についてご説明させていただきます。 

夜間及び休日の昼間におきまして、精神疾患の急変時等により、速やかな医療を必要とする

者に対し、適切な医療及び保護を行うために、精神科救急システムを構築しております。 

精神科救急システムにおける受付実績を提示しておりますが、令和 3年度は 1,927件、令和 4
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年 12月末現在で 1,779件の受付がございます。 

精神科救急システムでは、情報センターが関係者から相談を受け付けて調整を行っており、

次にお示ししておりますのは、その情報センター相談員の研修実績でございます。 

今後の課題としまして、（1）身体合併症事例の対応について、一般救急又は精神科救急のど

ちらを優先するのか、医師の意見が分かれることがございます。理由としまして、措置入院の

運用に関するガイドラインについての中で、身体科救急受診を要する程度の身体症状、外傷等

がある場合は、措置診察の要否判断よりも、救命等必要な身体的な診察を優先すべきとなって

いるためです。また、精神科病院は、多くは精神科単科であることも原因にあります。救急病

院は、身体合併症を診察し、心配がないと判断したときに、精神科に返すことができるか、と

いう不安がある状況でございます。 

これらの問題について、関係機関における対応困難事例の協議、検討、情報共有を行い、今

後適切な医療に繋ぐ必要があります。 

次に、（2）精神疾患を有する新型コロナウイルス感染症疑い患者受入病院の確保については、

精神科救急医療システムにおいて、コロナ禍の状況で、高熱等がある者が措置診察を行うとき、

当番病院が受入不可と判断されたケースがあり、他の当番病院等で対応してもらった事実があ

ります。現状、新型コロナウイルス感染症の陽性者につきましては、精神医療センター太宰府

病院に病床確保し、疑い患者につきましては、各当番病院に受け入れていただくよう要請して

おりますが、疑い患者の受入については、管理者の判断に委ねているところがあります。 

続きまして、精神科救急医療システムにおける困難事例を示しております。 

この内容は、自殺未遂者の知人が、血だらけで自殺しようとしていると警察に通報したもの

です。警察が自殺未遂者に確認したところ、100錠から 300錠お薬を飲んだと供述しており、

過量服薬による身体の影響が心配であるため、精神科病院での受入が困難と判断された事例で

ございます。 

様々な受け入れ困難事例等が生じておりますが、令和 4年度には、常時対応型病院を機能さ

せるといった、精神科救急医療システムがスムーズに運用できるよう、問題に取り組んでいる

ところでございます。 

次のページをお願いします。資料 8についてご説明させていただきます。 

てんかん医療は、これまで、精神科、脳神経内科、脳神経外科、小児科など、数多くの診療

科により担われてきた経緯があり、その結果、どの医療機関がてんかんの専門的な診療をして

いるのか把握されていない状況がございます。また、一般の医師へのてんかん診療に関する情

報提供や、教育の体制は不十分である、てんかんの患者が地域の専門医療に必ずしも結びつい

ていないとの指摘もなされております。 

このような状況を踏まえ、てんかん治療を専門的に行っている医療機関のうち 1か所をてん

かん支援拠点病院として指定し、専門的な相談支援、他の医療機関、自治体等や患者の家族と

の連携、調整を図るほか、治療や相談支援等に携わる関係機関の医師に対して、てんかんにつ

いて助言、指導や地域におけるてんかんに関する普及啓発等を実施し、てんかん診療における

地域連携体制を整備するものでございます。 

この度、てんかん支援拠点病院として、九州大学病院を令和 5年 1月 23日に指定しました。 

てんかん支援拠点病院の主な役割としまして、てんかん治療医療連携協議会の運営、専門的な

相談支援や、治療、医療機関への助言や指導、医療機関との連携、医療従事者に対する研修、

普及啓発等となっております。 

 

○冨松副会長 ただいま、事務局から資料の 1から資料の 8まで説明がありました。 

委員の先生方、何かご意見やご質問がございましたら、挙手をお願いいたします。 

 

○堤委員 精神科救急システムについて、太宰府病院ですが、御存じのとおりコロナは株が変
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わってしまって、オミクロン株が、デルタ株と比べて重症化しにくくなって、ほとんど感染が

広がった状況では各精神科の病院が 100人単位で感染して、ほとんどで自己完結しています。 

一般の病院との関係で救急搬送があったとしても、はっきり言って精神科救急で受け入れる

ときに、コロナであるかどうかというところに関して、太宰府病院が一つ、受け入れる意義が

あるのではないかと思います。 

今後、5月から 5類に移行になります。そうなると、2類でなくなるということになった時、

この仕組みがまた変わってしまうと、また混乱すると思います。 

精神科特異の問題があると思いますので、円滑に進むように、今すぐお答えできないと思いま

すけども、混乱が起きないように、予め対応策を検討していただければありがたいです。 

 

○事務局 現在、太宰府病院で 10床、オミクロン株のフェーズ 5の時には 20床確保している

状況でございます。太宰府病院の B2病棟の 55床をすべて潰して、令和 2年 5月から現在まで

運用していただいているところでございます。 

5月 8日から感染症法でインフルエンザ等の 5類に分類されたときに、急に元に戻るかとい

うところは、まだ新型コロナ感染症対策本部と協議をした上で、確保病床のあり方、今後の医

療機関の移り変わりを整理した上で対応していきたいと考えております。 

 

○冨松副会長 今後、県では感染症法の移行に伴いシステムを考えていくということで、よろ

しくお願いいたします。 

他に何かご質問があれば、委員の方、お願いします。 

 

○白石委員 精神疾患の統計が新しく出ましたけど、620万人ですかね、全国で。福岡で 33万

人くらい。非常に増えているのですよね。人口にしても 20人に 1人ぐらい。非常に割合が多く

なっているのですけれども、どういうふうにとらえてあるのかお尋ねしたいと思います。 

 

○事務局 患者数の数値は、患者調査による実数値となっております。こちらに関して、特段

分析等はございません。 

令和 2年においては、コロナの影響で、ストレス関連障がいの方が増えてきているのかなと

いうことは予測できます。実際に、精神保健福祉センター、保健所、家族会の皆様に電話相談

を受けてもらっていますけれども、いろんな分野でコロナに関連する相談、受付があり、その

件数が増えているところからして、新型コロナの影響がストレス等の増強に関連していること

は間違いないと思います。 

 

○白石委員 はい。了解です。 

 

○今村委員 退院促進に関するところで、特に②の福岡県医療保護入院者退院支援委員会の地

域援助事業者等の参加促進事業です。非常に重要なことだろうと思います。 

令和元年から徐々に数が減ってきている令和 3年は 20数名ということになってきているとこ

ろでありますけども、当然ながらコロナの関係があると思います。 

堤先生おっしゃっていただいたように、開放的にやっていくということは難しいだろうとい

うことはありますけど、確か、私昨年も文書で質問させてもらったと思うのですけども、ウェ

ブとかでできるような形になっている、Webでも算定できるというふうなことであったかとい

うふうに思います。 

お伺いしたのは、対面で開放しているのか、もしくはウェブでどれくらいの数があるのか、

内訳がわかったら教えていただきたいというのが質問であります。どうぞよろしくお願いいた
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します。 

 

○事務局 こちらの事業につきましては、精神保健福祉法上で医療保護入院者につきましても

退院促進を図るために、管理者は、このような会を設けて事業者とお話をして退院促進に努め

るということが明記されました。 

そこで、例えばグループホームの方や地域の方をその会議に呼びまして、その方の旅費や費

用を県で補助するという目的で開始しております。 

こちらの事業自体は対面で行っていまして、令和 2年、令和 3年につきましては、ある病院

で何名集まったのでこれだけの費用を要求しますということで、実費ベースでお支払いをして

いるものです。実際には、各病院がもっと会議は行っていると思われます。 

これは、こちらの予算上でお支払いしたケースの実績ベースでしか数値は上がっておりませ

んので、この事業のお金を使用しなくても、各病院の方では、退院促進に向けた協議会を行っ

ていますので、この数は、予算上の実績ベースでしかない状況でございます。 

 

○今村委員 なるほど。わかりました。ではぜひ予算化をよろしくお願いしたいと思います。

継続してやっていただきたいというふうに思ってございます。 

この部分に関しましては情報交換会もセットになっているかと思いますけども、冨松先生の

福精協さんの方で確か運営をして委託されているというふうなことでありますけども、少し関

わらせてもらっておりまして、この情報交換会というのは、今回の障害関連法の改正であった

りとか、来年度の、例えばトリプル改定だったりとか、そういうところに非常に関わってくる

ところでもありますし、情報というのは、精神保健福祉士が結構中心になって展開していくこ

とがあるかと思いますので、ぜひこれも引き続きやっていって、効果をあらわしていくことが

できればというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。意見でございます。 

 

○掛川委員 民生委員さんにひきこもりの実態調査をされたということですが、1,188名の方

の回答が得られているということで、即支援が必要な対象者を把握されているということであ

れば、その方々に対して、何らかの形で、継続した支援とか、民生委員さんへのサポートとか、

何か支援に繋がるような展開がなされているのでしょうか。実数の把握だけで終わっているの

かということを聞きたいです。 

それから、法改正により、これから市町村を中心に、身近なところで色々な施策が行われて

いくと思いますが、5ページの自殺対策のところで、生きづらさを抱える人の居場所づくりの

ほっとサロン、人数が出しにくいかもしれませんが、もし令和 4年 10月以降の開催分で、参加

された方の人数を、可能であれば教えていただきたいです。 

 

○事務局 ご質問ありがとうございます。ひきこもり等の実態調査につきましては、もともと

令和 3年までに、国が、各市町村においてひきこもりの実態調査をするように、というふうに

求めたものですが、県がこれを一括して調査したような内容になっております。 

そのため、この集計につきましては、各市町村にお願いをしており、その実態を県が吸い上

げたというところで、解析自体は県で行ってはいるんですけれども、各自治体が、自分の自治

体には何人いるのかというのを把握することが一つの大きな目的になっておりまして、全部の

市町村がすぐに動き出すかというとそうではないと思うのですが、中には、早速この状況をも

って会議を開いて、自分のところで把握した人数を今後どうやって対応していくかというのを

検討されたという報告も聞いておりますし、各自治体の方で数が明らかになったというところ

では、何らかの対策に動き始めているということになっております。 

また、民生委員・児童委員の方にも、これは非常に活性化されたというか、ひきこもりはこ

んなにいるんだというところで、かなり結果には地域差がありましたので、数の少ない自治体
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におきましても、こういう視点で関わらないといけないというような啓発にはなったと思って

います。 

それから、自殺対策の中で、生きづらさを抱える人の居場所づくりというところで、昨年の

10月から、これは 6月の補正予算を急遽取りまして計画したものでございます。これにつきま

しては、かなり申し込みの問い合わせはいただいてはいるんですけど、なかなかコロナで参加

しにくかったり、当日キャンセルされたり、というところで、少し伸び悩んでいるところがご

ざいます。まだ集計が全部把握できてないので、実際の数というのは把握してないんですけれ

ども、反応は非常にいいような感じがしております。 

ただ、もともとが生きづらさを抱える人というところで、支援者からは、紹介してもなかな

か足が向かないということも聞いておりますので、支援者とともに、同伴型の参加を、今現在

は呼びかけているところでございます。 

すいません。具体的な答えになりませんが、よろしくお願いします。 

 

○掛川委員 ありがとうございました。 

 

○白石委員 にも包括の進捗状況をお聞きできればと思っています。アウトリーチですね。精

神障がい者の訪問指導体制強化事業というのがありますけども、これが今年度 1件ですかね。

令和 3年度、なんかえらい少ないので、増やせないのですか。全県で 1件ですかね。 

日常的なアウトリーチをもっと強めていただきたい。要望も含めて、お願いします。 

 

○事務局 訪問支援事業につきましては、保健所におけるケースでいろんな相談を受けるので

すが、その時に医師の同行が必要と判断した場合において、訪問した件数となっております。

実際は保健師の対応で相談が終了してしまったり、あとは医療機関に繋がったりしているケー

スがあります。 

この 1件につきましては、家庭内で兄弟が非常に揉めている状況で、保健所の医師が介入し

ないとなかなか問題が解決しない困難事例でのケースで、医師まで同行しているというもので、

訪問自体は保健所でもっと行われているのですが、医師が同行した部分については少なくなっ

ている現状でございます。 

あと、精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムにつきましては、いま精神保健福祉法

の改正が行われているところでございます。 

過去にも、アウトリーチで精神疾患の患者さんが長期入院の方に面談というものを行ってお

りましたけれども、なかなかうまくいかずに、今度は法改正において市町村同意で入院してい

る医療保護入院者の方につきましては、国の研修を受けた者二名体制において、本人が希望す

れば、面談が可能という方向に移ります。実際に病院に入る時期ですけれども、令和 6年度に

入ってから、令和 5年度はその研修を受講しないと、誰でも訪問支援ができるようにはなりま

せんので、そのような形で動いていきます。 

法改正につきましては、医療保護入院の期間につきまして、3か月になるのか 6か月になる

のか、いま国が法改正をしているところなのですけれども、その期間で医師の方から、この医

療保護入院は延長が必要かどうかということを確認するような体制になっていく方向性となっ

ております。 

また市町村において、今保健所が精神疾患の患者等につきましては、相談支援を受けるよう

になっておりますけれども、その相談支援機関を市町村、住み慣れた地域におろしていこうと

いうところが明確化するという点で、大きく法改正が今現在なされているところで、それが国

の方から通知され次第、またその施行に則って、説明等を行って参りたいと思います。 

地域包括に関しましては、平成 16年のビジョンの通り、入院から地域へというところで、ず

っとその施策は続いているような状況でございます。今後も入院患者が地域で生活するために
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は、生活環境、就労環境、地域の環境が必要ですので、そういったところでケース会議をして

いって、県としましても、県精神保健福祉センター、各保健所、市町村と協力しまして、何が

必要になってくるのかというところを、また課題を明確にしながら、取り組んでいきたいと考

えております。 

 

○白石委員 ありがとうございます。もう 1点、各地域の自立支援協議会に、当事者とか家族

会の代表をぜひ入れていただきたいと思います。 

現状を知って欲しいというのがありますので、今後の要望ですけど、よろしくお願いします。 

 

○事務局 検討して参ります。 

 

○波多江委員 自殺対策の関係ですけれども、これまで生きることの阻害要因を取り除くとい

ことに重点を置いたということで、それを生きる意欲を促進するという意味で、子ども食堂と

連携して、居場所づくりをしたというようなお話だったんですけれども、その子ども食堂の開

催に合わせて呼びかけをしたわけでは当然ないだろうと思うんですけれども、実際にどういう

方法で呼びかけをしたのか、そして、どの程度参加されたのかということを教えていただきた

いと思います。 

 

○事務局 この事業は、子ども食堂 4団体に委託をしているのですが、通常の子ども食堂とは

別に、この事業を開催させていただいております。 

なぜ子ども食堂を選んだのかということにつきましては、子ども食堂は、名前は「子ども」

食堂にはなっていますが、今、多世代の人が地域に居場所を作るというところで、かなり精力

的に活動されています。 

コロナ禍におきましても、そのまま行っているところもあり、中には、フードパントリーみ

たいなところで食糧支援をしているところもあります。生活困窮や、生きづらさを抱えた方々

に、より身近なところで活動しているので、この団体にしていただきたいなと思って、依頼を

しております。 

私も、専門職でなくていいのかなとか、事業を組み立てる時に非常に思ったところではある

んですが、子ども食堂を実際にされている方と色々お話をしていく上で、専門家ではないから

こそ、非常に近い立場で、自然と色んなつらい思いとかを聞き出せるんだというお話をいただ

きました。 

今回、普段から非常に交流を持たれている子ども食堂さんにお願いすることを決めました。

普段のフードパントリーであるとかそういうところから、口コミで色々お話を伝えて参加者を

募って、あとは、社協さんとかそういうところで引きこもり等に関わっているような方もいら

っしゃいますし、あとは、障がい者関係のところでも紹介したい人がいるという話を聞いてお

りまして、そこにアプローチをしていただいています。 

これはチラシとか広報とかをして参加者を募るというような事業でもなく、やはり必要な方

にぜひ来ていただきたいなというところでは、普段地域で関わっていらっしゃる相談等の関係

者から、口コミでじわじわと広げていくような事業かなというふうに思っております。 

 

○波多江委員 ぜひ継続してやっていただければというふうに思います。よろしくお願いしま

す。 

 

○冨松副会長 他に質問がないようでしたら、続いて、議事の 2の指定病院の指定について事

務局から説明をお願いいたします。 
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○事務局 資料 9、指定病院の指定につきまして説明させていただきます。 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 19条の 8の規定、こちらが指定病院の規定にな

りますけれども、その規定に基づき、県が設置する精神科病院に代わる施設としまして、民間

病院、民間精神科病院を指定し、措置入院の円滑な推進を図るものでございます。 

この指定は 3年間の期限としておりまして、現在、指定病院の指定期間が令和 5年 3月末で

満了することから、令和 5年 4月から 3年間の新たな指定を行うものでございます。開設者か

ら同意がありまして、審査により、指定する病院一覧を示しております。 

ここでご報告ですけれども、令和 4年度に指定基準を満たさなくなりまして、指定病院を解

除した病院を説明いたします。5月 1日に田主丸中央病院が 5床、11月 1日に直方中村病院が

5床、12月 14日に飯塚病院が 10床、指定病院の指定解除を行っております。 

その理由としましては、指定医 2名の確保ができなくなりまして、指定要件を満たさないた

め、管理者から辞退届が提出されたものでした。ただし、直方中村病院につきましては、指定

医が確保できたことにより、令和 5年 3月 1日から指定病院として再指定したところでござい

ます。 

続きまして、3ページにあります応急入院指定病院、特定病院について説明いたします。 

こちらも指定病院同様、指定は 3年間の期限としております。応急入院指定病院は、意識障

がいや混迷状態等により、本人の同意を得られず、かつ、直ちに入院する必要があるにもかか

わらず、保護者の同意を得られない場合に、72時間に限り入院させることができる病院のこと

でございます。 

応急入院指定病院一覧にありますように、太宰府病院、福間病院、飯塚記念病院、行橋記念

病院、堀川病院、聖ルチア病院、のぞえ総合心療病院、のぞえの丘病院を指定します。 

特定病院は、緊急その他やむを得ない理由がある場合に、指定医に代わる特定医師の診察に

より、12時間を限度として、任意入院者に対する退院制限及び医療保護入院の適否の判断を行

わせることができる病院のことを指します。 

特定病院の一覧ですけれども、太宰府病院、福間病院、のぞえ総合心療病院、のぞえの丘病

院となっております。 

 

○冨松副会長 委員のみなさまから、何かご質問はありませんでしょうか。 

ないようですので、事務局にお返しいたします。 

 

○事務局 委員の皆様、本日は長時間にわたり誠にありがとうございました。冨松会長、議事

の進行ありがとうございました。 

審議会の開催にあたり、定足数の確認が必要になりますがまだ確認をしていなかったのでこ

こで定足数の確認をさせていただきます。審議会条例の第 3条によりまして、委員の過半数が

出席しなければ会議を開くことができないとなっております。本日は 16名の委員のうち、11

名の委員にご参加いただいておりますので、定足数に達しております。 

議事録につきましては、事務局で作成いたしまして各委員の皆様に内容をご確認いただいた

後、県のホームページにて公開いたします。 

それではこれをもちまして、福岡県精神保健審議会を閉会いたします。 


